
重要事項説明書 ゆうなぎ訪問介護事業所  

（障害者総合支援居宅介護サービス・移動支援） 

 

1.事業所の名称及び事業概要 

事業者 社会福祉法人山陰家庭学院 

事業者住所地 島根県松江市島根町大芦５７０７ 

理事長名 理事長  澤 真 吾 

事業所名 ゆうなぎ訪問介護事業所 

サービス提供内容 
障害者総合支援居宅介護サービス 

移動支援 

事業所所在地 
島根県松江市島根町野波 2318番地 3（主たる事務所） 

島根県松江市学園 1丁目 6-38（出張所） 

指定番号 3210100578 

指定年月日 平成 30年 10月 1日 

管理者 出 羽 雄 二 

連絡先 

電話番号 0852-85-3700 

Fax番号 0852-85-3702 

メール Yugai-houmon@sanin-kateigakuin.jp 

営業日 日曜日から土曜日とし、休日を特に設けない 

営業時間 午前 6時から午後 10時とする 

利用料 

（1）法定代理受領分// 

   介護報酬の告示上の額の負担割合の定める割合の額 

（2）法定代理受領文以外// 

   厚生労働省の運営に関する基準に定められた通り 

（3）その他の費用 

   運営規程の通り 

サービス提供地域 松江市（玉湯町、宍道町、八雲町を除く） 

 

2.事業所の目的及び運営方針 

（1） 目 的  

社会福祉法人山陰家庭学院が開設する、ゆうなぎ訪問介護事業所（以下「事 

業所」という。）は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため 

の法律に基づく指定居宅介護事業及び移動支援事業（以下「事業」という。） 

の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事 

業所の訪問介護員（以下「訪問介護員等」という。）が、支給決定を受けた障 

害者（以下「利用者」という。）に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 



（2） 運営方針 

     〇訪問介護員等は、利用者の個人としての尊厳を重視し、且つ心身の特性 

      を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよ 

う、入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事その他生活 

全般にわたり援助を行う。記録は提供の日から 5年間保存する。 

     〇事業の実施に当たっては、松江市、地域の保健、医療、福祉サービスとの 

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

3.【利用者の対象及びサービス内容】 

（1）利用者の対象 

障害支援区分が区分１以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合） 

である者 

ただし、通院等介助（身体介護を伴う場合）を算定する場合にあっては、次の 

いずれにも該当する支援の度合（障害児にあっては、これに相当する支援の 

度合）であること 

①障害支援区分が区分２以上に該当していること 

②障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以 

上に認定されていること 

     ・「歩行」 「全面的な支援が必要」 

     ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的 

な支援が必要」 

・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的 

な支援が必要」 

     ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

     ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

（2） サービスの内容 

   居宅において入浴，排せつ及び食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事 

並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行い 

ます。 なお，入院・入所した場合は利用できません。  

① 身 体 介 護 内 容  

〇食事の介護  

      食事姿勢の確保，食事の進行にしたがってのおかずをきざむ 

等の介助，本人のペースを重視した摂食介助，終了後の利用者 

の清潔の確保 など  

〇排泄の介護 おむつ交換，尿びんの使用，トイレへの移動，排尿・排便 

介助，陰部（肛門）の清潔の確保 など  



〇衣類着脱の介護  

      寝間着から普段着への衣類の着脱の介助，普段着から外出着 

への衣類の着脱の介助 など  

〇入浴の介護 浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃，衣服の着脱，浴室ま 

での移動，洗身，洗髪，髪の乾燥 など  

〇身体の清拭，  

洗髪 清拭，洗髪，洗顔，歯磨き，爪切り など  

〇その他 体位変換･･･じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など  

②  家 事 援 助 内 容  

〇調理  

      食事の調理，配膳，後かたづけ など  

※対象とならないサービス  

（例）利用者以外の方の分の調理，来客の応接（お茶食事の手配），正 

月・節句等の特別な手間をかけて行う調理 など  

〇衣類の洗濯， 補修  

利用者の衣服の洗濯機による洗濯，乾燥，取り入れ，アイロ 

ンがけ，収納，夏冬服の入れ替え，ボタンつけ など  

※対象とならないサービス 

（例）利用者以外の方の分の洗濯，補修  

〇掃除，整理、整頓  

      利用者が専ら使用する居室内清掃，台所掃除(単身世帯の場合)， 

ゴミ出し(単身世帯の場合) など  

※対象とならないサービス 

（例）利用者以外も利用する居室等（居間・台所・浴室・トイレ等の共用部 

分）の掃除，利用者以外の分の布団干し，庭の草むしり，花木の水やり，   

植木の剪定，障子の張り替え，家具・電気器具等の移動・修繕・模様替 

え，床のワックスがけ，家屋の補修・ペンキ塗り，大掃除，自家用車の洗 

車・掃除，ペットの世話，引越しの荷造り，引越し前に住んでいた 

〇住居の掃除  

生活必需品の買い物  

      日常生活に必要な買い物（原則として単身世帯の場合）  

      医療機関（調剤薬局含む）での薬の受け取り（医療機関が受 

診を伴わない薬の受け取りを認めている場合のみ）  

関係機関等との連絡  

      区役所等との連絡 など  

【利用者が視覚・知的障がい者等で子どもがいる場合】  



保育園・学校等からの連絡帳の代読，助言，保育園・学校への連絡援助  

〇その他  

・ベッドメイク･･･シーツ交換，布団カバーの交換  

・コミュニケーション介助･･･郵便物・回覧板等の代読，手紙の代筆（営 

利行為としての代筆を除く） など  

〇通院等介助  

医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや相談のために外出する際の 

移動等の介助，窓口での手続きの補助 など  

※「身体あり・なし」はあくまでも報酬単価による区別であり，「身体なし」 

の場合でも身体的な介助が必要であれば行う。  

〇通院等乗降介助 

（介護タクシー）居宅介護事業の指定を受けているタクシー会社などか 

ら，タクシーの乗車前と降車後に通院等介助のサービス提供を受ける。 

タクシー運賃は自己負担。  

(3) 利用できないサービスの内容 

① 商品の販売・農作業など生業の援助的な行為 

② 家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断され

る行為  

③ ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断さ

れる行為  

④ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為  

⑤ 外出時の介助（ただし，通院等介助は除く。）  

⑥ その他（留守番，利用者本人の不在時の家事援助 など）  

4.職員の配置状況・勤務体制 ＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

    （1）管理者 １人                                  

管理者は、訪問介護員等の管理及び事業の利用申し込みに係る調整、業 

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。但し、当該事業の管理 

上支障がない場合には、当該事業所または同一敷地内にある他の事業所 

の職務に従事することができる。                      

（2）サ－ビス提供責任者 １人以上（ 専従、内常勤１人以上 ）             

サ－ビス提供責任者は、事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等 

に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。       

（3）訪問介護員等 （常勤換算方で 2.5以上）                                  

介護福祉士及び介護職員初任者研修終了者、必要な人数訪問介護員は、 

訪問事業提供に当たる。 

               



   勤務体制について 

 勤務時間 

管理者 9：00～18：00 

訪問介護員 ①8：00～17：00 ②9：00～18：00  

＊営業時間内については、職員の時間外勤務にて対

応します。 

5.当事業所が提供するサービス方法 

 提供するサービスの実施内容、実施日及び実施回数等は、居宅サービス計画（ケ 

アプラン）に基づき作成する訪問介護計画に定めます。 

6.利用料金について 

利用料金については、以下の通りとします。 

〇利用者負担金については、受給者証により行います。 

〇早朝（午前６時～午前８時）、夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％増しの料 

 金となります。 

〇やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て２人で訪問した場合は、２人 

 分の料金となります。 

〇料金のお支払い方法については、基本的に金融機関口座からの自動引き落 

としをお願いしております。 

〇利用の中止、変更 

   利用予定の前にご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止、変 

   更することができます。この場合はサービスの実施日の前日までに事業所に 

申し出てください。 

   ただし、変更の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により提供ができない 

場合、他の利用可能日等を協議します。 

  〇利用料金については、別途一覧表を用いて同意を取り交わします 

7.訪問介護員の禁止行為等 

○訪問介護員はご契約者に対する居宅介護サービスの提供するに当たって、次に 

該当する行為を行いません。 

○その他訪問介護員の援助行為として含まれないものについては以下を参照しい 

ただき、ご理解ください。 

Ⅰ．医療行為 

Ⅱ．ご契約者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

Ⅲ．ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

Ⅳ．飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

Ⅴ．ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

Ⅵ．その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 



①「直接本人の援助」に該当しない行為 

  主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される 

行為 

  ・利用者以外のものに関わる洗濯、調理、買い物、布団干し 

  ・主として利用者が使用する居室以外の掃除 

  ・来客の応接（お茶、食事の手配等） 

  ・自家用車の洗車・清掃等 等 

②「日常生活の援助」に該当しない行為 

〇訪問介護員（ヘルパー）が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと 

判断される行為 

   ・草むしり 

   ・花木の水やり 

   ・犬の散歩等ペットの世話 等 

   〇日常的行われる家事の範囲を超える行為 

   ・家具、電化器具等の移動、修繕、模様替え 

   ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 

   ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

   ・植木の剪定等の園芸 

   ・正月、節句等のため特別な手間をかけて行う調理等 

 

8.サービスの利用に関する留意事項 

（1）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス

提供に当たっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（2）訪問介護員の交替 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務

上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業

者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。 

（3）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの

実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合変更し

たサービスの内容と時間に応じたサービス料金を請求します。 

（4）受給者証の確認 

  住所及び利用者負担額、支援量など受給者証に記載内容の変更があった場 

  合、速やかに訪問介護員に報告してください。また、訪問介護員が、受給者証 

  の確認をさせて頂く場合、ご提示ください。 



9.相談、要望、苦情等の窓口 

  当事業所のサービスに関する相談、要望、苦情等は、サービス提供責任者か下記 

窓口までお申し出ください。情解決までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者（要望、苦情申出人） 

苦情受付担当者：安達いずみ （苦情解決責任者及び第三者委

員に報告する際に、主観を交えず事実を正確に伝えます） 

第三者委員 

今岡 輝男、岸田 和俊 

苦情解決責任者 

  出羽 雄二 

 第三者委員は、苦情申出人に内容

の確認をし、苦情を受けたことと内容

に誤りがないことを確認するため苦

情申出人へ苦情を受け付けたことを

通知します 

苦情申出人と苦情解決責任者による話し合いを行います 

（必要によっては第三者委員の立会い、助言を求めます） 

第三者委員の立会いによる話し合いの場合、 

〇第三者委員による苦情内容の確認 

〇第三者委員による解決案の調整、助言 

〇話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

苦情解決責任者は話し合いにより、苦情申出人により苦

情申出人に約束した改善事項及び改善結果を苦情申出

人と第三者委員に報告します 

話し合いの結果が不調に終わり、事業者での解決が困難な場合は 

島根県運営適正化委員会に申出をすることができます 



 

 

                                    

10.事故発生時の対応について 

  （1）利用者の急変 

①応急処置の可能な場合 

・緊急連絡先、事業所に連絡、応急処置を行う。 

・主治医に連絡し受診または往診をしてもらう。 

②応急処置のできない場合 

・救急車を呼び、緊急連絡先、事業所へ連絡。 

・救急車到着まで指示された注意事項に従う。 

 緊急連絡先     緊急搬送先 病院名 『                』 

氏名 住    所 続柄 

 〒 

電話 

 

 〒 

電話 

 

 〒 

電話 

 

 介護サービスに関する苦情・相談は下記窓口までお申し出下さい。 

     ・ゆうなぎ訪問介護事業所 

             電話番号 (0852)85-3550    

            担当職員 安達 いずみ 

            受付時間 8:30 ～ 17:30（日曜及び毎年12/31～1/4を除く） 

        ・松江市障がい者福祉課 

              電話番号 (0852)55-5304   

        ・島根県国民健康保険団体連合会（国保連） 

                 松江市学園１丁目７番１４号 

              電話番号  (0852)21-2811   

                 受付時間 9:00 ～ 17:00（月曜～金曜） 

         ・島根県運営適正化委員会 

                 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根２階 

                 電話番号 (0852)32-5913 

                 受付時間 8:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 

（月曜～金曜 土日祝日除く） 

 



  （2）損害賠償保険について 

     ゆうなぎ訪問介護事業所では、下記の損害賠償保険に加入しています。 

     保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜 

     保険名    賠償責任保険 

 

11.個人情報の利用範囲 

（1）利用目的 

①利用者の利用する介護事業所等のサービス担当者会議、その他サービス提 

供で必要な場合 

・他事業所との連絡調整のため 

・上記に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

②使用する対象者 

・利用者の主治医 

・居宅介護支援事業所の支援専門員 

・医療機関、福祉事業者、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他社会 

福祉団体等 

③使用する個人情報 

・住所、氏名、家族状況、健康状態、病歴、身体的及び精神的状況 その他訪 

問介護に関わる必要最小限の情報 

 

12. 第三者機関による評価について 

実施していない。 

 

13.虐待の防止のための措置に関する事項 

   利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講じるものとする。 

① 虐待防止に関する責任者の設置 

② 成年後見制度の利用支援 

③ 苦情解決体制の確立 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修実施 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明日          令和    年     月     日 

 

契約に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説

明しました。 

 

   （事業者）  社会福祉法人 山陰家庭学院 ゆうなぎ訪問介護事業所 

     

       

         重要事項説明者                                    印 

 

 

本書面により、事業者から重要事項の説明を受け、内容に同意しました。 

   

 

  （利用者）     住所   

 

 

            氏名                                          印 

 

   上記代理人（代理人を選任した場合）     

                       

住所 

 

       

              氏名                                       印                         

家族代表 

               住所 

 

 

               氏名                             印 

 

 


